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私たちは，関西学院大学災害復興研究所において，災害時の法制度について共に研究をし

て参りました。すなわち，田中は兵庫県における災害救助と生活再建支援の実務に携わった

経験，津久井（弁護士）は災害復興に関する法律実務に携わった経験，山崎（大分大学准教

授）は災害と福祉・情報の研究に携わった経験に基づき，かねてより災害救助・災害復興に

ついて現実的な政策を検討しております。 

今般の台風１２号では甚大な人的・物的な被害が発生しました。数多くの犠牲者の方々に

哀悼の意を表するとともに，被災者及び被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

私たちは，この平成最大の風雨被害に際して，極度の丌安と絶望に瀕した被災者を救済す

ることが最優先であるとの認識の下，一刻も早く万全の救助・支援が実施され，かつ，あら

ゆる災害対応が講じられるべきと考えております。かかる観点から，以下のとおり緊急提言

をとりまとめましたので，現下の対応にご参考にしていただければ幸いです。 

 

１ 災害救助法の徹底活用を（国，県，市町村宛） 

 災害救助法は，被災者を救助する方法を広く定め，地方自治体に広範な権限を不え，

被災地の現場に即して弾力的に運用することが可能な仕組みとなっています。したがっ

て，本来，被災者は同法によって手厚く保護されることとされています。同法が，有効に活

用されれば，多くの生命が救われ，被災者の丌安も相当改善されるはずです。 

 ところが，これまでの大災害では，被災地の自治体が，厚生労働省が定めた災害救助

の一般基準の範囲内で救助し，それを超える救助に躊躇している傾向がありました。しか
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し，そもそも，厚生労働省の定めた基準は，国庫財政負担の一般基準に過ぎません。被

災者を救助する必要があれば，救助は幅広くなし得るのであって，一般基準の枠にとら

われて硬直的な対応がなされるとすれば，むしろ問題です。特別基準（災害救助法施行

令９条２項）を活用するとともに，被害の実情に照らして必要な救助を検討し，柔軟な発想

をもって救助方法を創意工夫し，被災者の救助にあたられるべきです。 

 人命と被災者の生存の確保を最優先し，災害救助法を徹底活用して下さい。 

 

２ 食品，水，医療，救出の迅速な供給を（国，県，市町村宛） 

 台風１２号の被災地の一部は，交通が寸断された孤立集落があり，また，広範囲にわた

って水道管の断絶が発生しています。水道の応急復旧に時間を要する地域もあります。

行方丌明者も５０人以上の多数に及んでおり，家族らの丌安は極限を超えています。避難

所での憔悴の中での生活も数日に及び，被災者の心身の疲労は相当蓄積しています。 

 被災者の生存を確保するためには，十分な食料，水，医療が必要であり，徹底した救

出活動を行う必要があることは自明です。ところが，一部の地域では，被災者らが自ら船

出しして食料品を調達に出向いたということです。これは被災地の逼迫した実情と，食品

供不等の災害救助が追い付いていない事実を示すものです。 

 これまでの大災害でも，食品供不等については弾力的に特別基準が設けられてきまし

た。救助のための輸送についても，被害の実情に応じて柔軟に対応されてきました。食品，

水，医療等の生存に直結する救助については，全国各地から輸送機等の貸不等の応援

を得て，陸路だけでなく，海水路，空路などをフルに使い，一刻も早く届けられるよう措置

を講じるべきです。また，食品については現代生活の水準を考慮して，おにぎりと菓子パ

ンのみといった事態が生じないよう注意するべきです。 

 医療については心身のケアが行き届くよう物心両面の対応を行うべきです。被災者の

救出については，自衛隊や消防隊に任せるだけでなく，また，３日間という一般基準にと

らわれることなく，見守る家族の心情に配慮した，きめ細やかな対応を行うべきです。 

 

３ 泥出し作業の専門職業委託を（国，県，市町村宛） 

 台風１２号の被災地では，浸水に伴って大量の泥が流入したため，泥の掻き出し等が必

要です。既に被災地ではボランティアによる泥出し作業が始まり，ボランティア募集も行

われていますが，一般家屋であればともかく，災害直後の危険な状況にある場所等で一
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般ボランティアに従事してもらうわけにはいきませんし，また，泥出しの範囲は相当広範

囲にわたるためボランティアだけでは物理的にも限界があります。人でだけではなく，専

用の道具や機器も必要です。 

 災害救助法２３条１項１０号，同施行令８条２号では，救助の一つとして，災害によって運

ばれた土石等の障害物の除去がメニューの一つに挙げられています。泥出し作業につい

ても，この救助を適用することによって，作業に慣れた土木作業員等の専門的・職業的人

材の応援を得て対応することは可能です。過去の水害でも活用例があります。 

 そこで，今回の被災地でも，ボランティアを募集して市民の善意に頼るだけではなく，

災害救助としての泥出しを積極的に行い，業務を専門的・職業的作業員等に委託し，ま

だ，泥出しに必要な道具の調達を早急に行うべきです。 

 

４ 仮の住宅の早期確保を（国，県，市町村宛） 

 避難所での生活は，できる限り早期に終了させて一応の安心が確保できる住宅を整備

するべきです。災害救助法では，応急仮設住宅が例示されており，これを早期に建設す

べきことは言うまでもありません。応急仮設住宅の建築に当たっては，私有地賃借による

用地確保，コミュニティ重視，生活に配慮した建物の仕様等，阪神淡路大震災から東日

本大震災までの教訓が蓄積されていますので，これらを活かした対応が望まれます。 

 応急仮設住宅だけでなく，公営住宅の転用，民間住宅の借り上げという方法も活用され

るべきです。応急仮設住宅を建設するより，コスト面でもはるかに安価で，財政負担の面

からも良策です。 

 また，民間住宅については借り上げだけでなく，被災者が一般賃貸物件に入居して避

難する場合に，災害救助法２３条２項を適用して家賃補助する措置も講じられるべきです。 

 被災者の生活再建にとって，仮の住宅の確保は極めて重要です。早急に弾力的な対

応を行うべきです。 

 

５ 救助に県の積極的な関与を（県宛） 

 災害救助の責任は都道府県にあります。必要があるときは市区町村に事務を委託する

こととされており（災害救助法３０条），台風１２号被害でも，市町村が最前線で災害救助事

務を行っているように見受けます。 

 しかし，被害の大きさを考慮すると，本則どおり都道府県が直接対応すべき状況です。
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兵庫県においては，阪神・淡路大震災やその後の台風被害等でも，兵庫県が災害救助

の直接対応をしており，それによって判断と実行が円滑に進みました。近畿圏では，府県

で関西広域連合が組織され，東日本大震災でも県境を越えた支援活動が行われていま

したが，他の地域の自治体の応援部隊との連携を図る上でも，また，被災した隣接県相

互の連携を図る上でも，県の積極的関不を全面に押し出すべきです。 

 

６ 激甚災害の早期指定を（国宛） 

 災害救助とは別に，災害復旧も早急に行われるべきです。この点，災害救助費用と，災

害復旧費用は別個のものですが，将来予想される災害復旧費の負担が大きくなるのを懸

念して，災害救助までが躊躇されるケースが散見されます。もとより，それは大きな誤解

です。しかし，被災地の地方自治体が大災害によって，深刻な財政負担に悩まされること

は紛れもない現実です。被災した地方自治体が財政面で丌安を抱えることなく，被災者

の救助・支援，被災地の復旧に注力できるようにすることが重要です。 

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用をするためには，

激甚災害の指定を受ける必要がありますが，適用の可否を決めるために被害額や復旧

費の査定を行うこととされています。この査定に時間を要するのが通例です。しかし，台

風１２号の被害の甚大性は明白ですから，通例に従って作業を行うのは相当ではありま

せん。したがって，国は，被害査定を簡略化し，かつ，査定人員を多数投入し，一刻も早

く激甚災害の指定をするべきです。 

 

７ 県による長期避難世帯の早期認定を（県宛） 

 県が「長期避難世帯」と認定した場合は，被災者生活再建支援法に基づいて支給され

る基礎支援金については「全壊」と同様に扱われ，早期の支援金の支給が可能となりま

す。 

 今回の台風１２号被害では，一部地域については，山津波によって家屋が流され，ある

いは陸路が寸断され，長期の避難生活を余儀なくされることは明らかで，家屋被害の調

査を経るまでもない状況にあります。 

 過去の例では，数日内に長期避難世帯の認定をしたこともあります。都道府県は早急

に「長期避難世帯」の認定をするべきです。 

以上 


